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はじめに

2010年 3月 、保育士養成課程等検討会は第 6国会議にて、「保育士養成課程等の改正について

(中 間まとめ)」
lを

発表 し「保育指針の改定を受けた保育 七養成課程の改正については |`二成23年度

入学生か ら」「実施す る方向で検討すべきと考える」 とした。今回の改正に到つた大きな要因は、

「保育所保育指針」 (2008年 3月 告示、フ2009年 4月 よ り実施)の改定であるのそのね らいは 「保

育の質の向 [1で あ り、保育所が子どもや 子育て家庭を取 り巻 く今 目的課題 を踏 まえ、保育の専門

機関として地域社会に貢献することを求めて」
」の こととされるのつ まりは時代に即応 した保育士

としての 「専門性」の向 上1が 求められているとい うのである。あるいは 「保護者支援」である。

2003年 に改正 された児童福祉法児童福祉法 18条 の 4に おいて、保育士は 「児童の保育及び児童の

保護者に対す る保育に関す る指導を行 う」 とされたこと t)、 今回の保育所保育指針改定の内容に

反映 されている。 1989年 の所謂 「1.57シ ョック」により、少子化丼l策 が我が国にとつて火急の課

題 となって以来、様 々な 予育て支援策が打ち出され、に もかかわ らず2005年 の人 口減少社会到来

を経て今 日に到つている。 また虐待の件数 ()急激な増加傾向にあ り、全国の児童相談所が対応 し

た虐待相談件数は統計を取 り始めた1990年 (1,101件 )以 降、18年連続で増加 し、2008年度は42,664

件に及んだ。
う

このような状況 ド、今、「保育の質の向 上1」 をね らい として 「保育所保育指針」が改定 された。

初めて告示化 された今回の指針では 「保育課程の編成」が義務化 された。あるいは 「自己評価」

や 「食育の推進」や 「保護者支援」である。将に保育 士としての 「専門性」力`大きく取 りざた さ

れている現代である。 このよ うに 「専門性」が問われ る ^方 、指針は 「
職員の資質向 11」 のため

に 1章分を設けた りもしているが、これ らの任は無論、既に資格を取得 した保育 lfだ けにあるの

ではないc言 うまで もない ことだが養成校 もまた、時代に即 した保育者を育成 していかなければ

ならない。今回の養成課程の改正の内容は、①教科 Flの 配列、②教科 []の 新設、③教科 目の名称



金 戸 清 高・犬 童 れい子

の変更等、④教科 目の移行、⑤単位数の変更、⑥保育実習 Iにおける実習受け入れ施設の範囲や

要件の見直 し、 と、多方面に亘つている。 これ らの中で、本稿は新指針にて 1章分が害1り 当て ら

れた「保護者に対す る支援」に焦点をあて、新たに必修科 日として設置 され る「家庭支援論」 (「 家

族援助論」か らの名称変更)と 「保育相談支援」 (新設)において、それぞれに 日された 「教授内

容」か ら浮かび上がる保育に関す る現代的諸問題 とそれへの対応について考察を試みるものであ

る。

一方1995年の所謂 「エンゼル・プラン」や2000年 の前回指針改定以来、保育所は地域の子育て

支援センター的役害Jを担い、様々な支援事業を展開 してきたが、今回の改定で、それが どのよう

な効果を生み出 し、また課題 を浮かび 11が らせたか、実際の保育現場か らの提言を得た。本稿は

主にこの 2つの内容で構成 されている。なお本稿の 1～ 3章は金戸が執筆 し、第 4章は大童が執

筆 した。

「家族援助論」から「家庭支援論」ヘ

「保育士養成課程等の改正について (中 間まとめ)」 (前掲)では、従来の 「家族援助論」から

「家庭支援論」への変更について、「家庭、地域などを視野に入れた支援のあり方や支援体制につ

いて理解することが必要となっているため」としている。単なる名称の変更に留まらない。試み

に厚生省が定めた 「教科目の教授内容」について比較 してみると、両者とも系列 【保育の対象の

理解に関する科 目】と講義形式 (講義 02単位)は同じだが、(目 標〉および (内 容)は若千の相

違があり、特に 「家庭支援論」の方が簡潔になっていることが解る。

家族援助論 (目 標)1.保 育所のモ)つ 「子育て支援」を重要な社会的役害Jと して理解 し、児

童・親を含めた家族が保育の対象であることを理解 させる。 2。 「子育て支援」は保育所だ

けでなく、その他の児童福祉施設の親についても同様に必要 とされることを理解 させる。

3.現在の家族を取 り巻く社会環境における家庭生活、とくにその人間関係 (夫婦・親子・

きょうだい)の あり方を理解すること及びそれをふまえて適切な 「相談・助言」を行 うこと

は「子育て支援」のために欠かせない t)の であることを理解させる。 4。 1～ 3を踏まえ、

それぞれの家族のニーズに応 じた多様な支援対策を提供するため、児童福祉の基礎 となる家

族の福祉 を図 るための種 々の援助活動及び関係機 関 との連携 について理解 させ るの

(内 容〉 1.家族とは何か (1)家族の意味 (定義) (2)家族の機能 2.家 族をとりまく

社会的状況 と支援体制  (1)都 市化  (2)核 家族化 0少 子化  (3)男 女共同参画社会の進展

(4)家族の福祉を図るための社会資源 3.今 日における家族生活 (家族関係) (1)夫婦関

係 (子 どもから見た両親のあり方) (2)親 了̂関係  (3)き ょうだい関係 4.「子育て支援」

としての家族対応 (1)「 子育て」からみた家族の課題  (2)子育て支援の意義 (3)子育て支

援サー ビスの範囲  (4)「 相談・助 言」 とい う「子育て支援」 (5)虐 待な どへの対応

(6)子 育て支援サービスの課題  (7)子育て支援サービスの具体的展開 (8)子 育て支援にお

ける関係機関との連携

家庭支援論 (目 標)1.家 庭の意義とその機能について理解する。  2.子 育て家庭を取 り

巻 く社会的状況等について理解するc  3.子 育て家庭の支援体制について理解するc
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4。 子育て家庭のニーズに応 じた多様 な支援の展開 と関係機 関 との連携 について理解す る

(内 容)1.家庭支援の意義 と役害J(1)家庭の意義 と機能  (2)家庭支援の必要性  (3)保育

士等が行 う家庭支援の原理  2.家庭生活を取 り巻 く社会的状況  (1)現代の家庭における人

間関係  (2)地域社会の変容 と家庭支援  (3)男 女共同参画社会 とワー クライ フバ ランス

3。 子育て家庭の支援体制  (1)子育て家庭の福祉を図るための社会資源  (2)子育て支援施

策 。次世代育成支援施策の推進  4.多 様な支援の展開 と関係機関 との連携  (1)子育て支援

サー ビスの概要  (2)保 育所入所 児童の家庭への支援  (3)地域の子育て家庭への支援  (4)

要保護児童及びその家庭に対する支援  (5)了^育て支援における関係機関との連携  (6)了^育

て支援サー ビスの課題

まずは当然のことのよ うであるが、「家族援助論」では「家族」の意義 と機能を明確にすること

が第一義的に求められたが、一方「家庭支援論」では「家庭」の意義の明確化が求められている。

次に (目 標)では、「家族援助論」では 4項 目すべてが 「子育て支援」についての ものであるのに

対 し、「家庭支援論」ではそれが後半 2項 日となっている。まずは家庭の意義 と機能、そ して現代

の家庭の在 りようについて体系的に学習 した後、「家庭支援」について学ぶ とい う、系統性が明確

にされていることが解る。次に (内 容)では 「家庭支援」では 〈目標)に掲げられた 4項 目につ

いての細部が記 されてお り、「家族援助論」のそれ より体系的になっているが、これは前掲 「中間

報告」にて 「目標は 5項 目前後、内容は 目標に沿った大項 目の下に小項 目を 3～ 5項 目程度たて

ることを基本 とする」方針が確認 されていることに起因すると推測 される。

ところで、「家族」と「家庭」とは、どのような意味の違いがあるのだろ うか。今試みに辞書を

参照す ると、次のような差異が見えて くる。

「家族」同じ家に住む夫婦 0親子・兄弟など、近い血縁の人びと。

「家庭」生活を共にする、家族の集まり (の 場所 )。 (『新明解国語辞典』第二版より)1

このように 「家族」が具体的な 「人びと」を指すのに対し、「家庭」とは 「集団」であり、「場

所」でもあるような、抽象 fヒ された術語であるようだ。「家族援助論」の (目 標)では、まず 「保

育所のもつ子育て支援」の重要さが説かれるのだが、保育所での保育が「保護者の委託を受けて」

(「 児童福祉法」39)な されることもあつて、「家族」に比重が置かれていたことが推定される。

「家庭」とは上述のように 「家族」よりもより広い概念で用いられている。実は 「家庭」という

タームは福祉では既になじみ深い。以 ドは 「児童福祉」から「児童家庭福祉」へ行政的施策をシ

フ トさせる契機 となった重要な 「提言」である。

現代家族の特徴を「家庭のない家族の時代」等と呼称されている。家族とは、夫婦・親子・

きょうだいなどの少数の近親者を主とした集団を意味する。その家族は 「家庭」という場で

こそ、子どもを健やかに育み、同居者が互いに人間として成熟 し、よりよき人生を歩むこと

ができるよう支えあ うものである。 しか し 「家庭のない家族」の呼称に代表 され るように、

家族ではあっても互いに家族 として支えあうことを失つている現象が最近めだってきている。

(「 提言 あらたな『児童家庭福祉』の推進をめざして」児童家庭福祉懇談会 1989年 2月 。

下線引用者、以 下同。)
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つまり「児童家庭福祉」は、憲法25条 にて謳われる 「健康で文化的な最低限度の生活」の実現

のためのものであって、それは具体的には様々な 「子育て支援事業」を通 して行われることとな

るのである。先に述べたが、「児童福祉法」18条の 4に規定された保育士の業務、すなわち「児童

の保育」と「児童の保護者に対する保育に関する指導」といった親 と子への支援は、個々の 「家

族」への「援助」とい うより、「家族」の営みが行われる「場」である「家庭」への支援から「福

祉」の実現に向かうという理念が明確にならなければならない。

「保護者支援」と「保育相談支援」

前掲 「保育士養成課程等の改IEに ついて (中 間まとめ)」 では今回新設予定の 「保育相談支援」

(演習 1科 目)は、以下のよ うに解説 されている。

保育士の「保護者に対す る保育に関する指導」 (児童福祉法第18条の 4)に ついて具体的に学

ぶ ことが重要であるため、「保育相談支援」を新設す る。保育指針第 6章の内容を踏 まえ、保

育実践に活用 され、応用 され る相談支援の内容 と方法を学ぶ。その際、「本日談援助」、「家庭支

援論」等の科 日との関連性や整合性に配慮することが必要である。

「保護者に対する保育に関する指導」 (通 称 「保育指導」)と は、「保育所保育指針解説書」
5(以

下 「解説書」 と言 う)に よれば、「
i‐ どもの保育の専門性 を有す る保育士が」、その専門的知識や

技術を背景 として、「保護者が支援 を求めている予育ての問題や課題に対 して」行 うものであ り、

「保護者の気持ちを受け止めつつ」「安定 した親 子関係や養育力の向 11を めざして行 うこどt)の

養育 (保育)に 関す る相談、助言、行動見本の提示その他の援助業務の総体」であるとい う。「保

育所保育指針」において 「子育て支援」が言及 されたのは前回 (1999年 「通知」)が女台めてであっ

た (「 第13章 保育所における子育て支援及び職員の研修など」)。 社会や地域で求められ る「保育

所の機能や役害J」 として、保育所の通常業務である「保育の充実」に加え、地域における、「了̂育

て家庭における保護者の子育て負担や不安 0孤立感の増加など、養育機能の変化に伴 う子育て支

援」が求められてのことであった。地域において最 も身近な児童福祉施設であ り、子育ての知識、

経験、技術を蓄積 している保育所だか らこそ期待 され る 「■育て支援」事業であった。先述 した

が、今回の改正で、「子育て支援」は 「保護者に対する支援」として、 1章分が害Jかれている (第

6章 )。 その内訳は 「1.保育所における保護者に対する支援の基本」「2.保育所に入所 してい

る子 どもの保護者に対する支援」「3.地域における予育て支援」 とされた。

ところで今回の指針改定について、「保育指導 ]に 関す る項 目について、疑義がなかった訳では

ないc例 えば次の指摘である.

保護者への指導や支援が、「子育ては家庭の責任」とい う圧力が強 く働いている現在の状況で

は、親たちにとって、t)っ と強い圧力、「監視」と感 じられて しまうのでは、と思 うか らです。

(略〉親の子育て状況をチェックすることが保育士のイ士事の一つにさせ られる。少 し強い表

現を使 えば、「子育ての義務を果たそ うとしないダメな親、悪い親」をいちはや く見つけ出 し、

そ うな らないよ うに訓練するのが保育所や保育士の役害1だ 、とい うことにな りかねません。
6



いささか極論めいてはいるが、この指摘は、「子育て支援」が言われ始めた当初、屡々指摘 され

た言説、すなわち、子育て支援が育児放棄を助長す るのでは、 とい う疑念 と通底す る問題のよう

に思われ る。私 も以前 「地域 とこどく)に 関する研究」7に て、犯罪や虐待の抑止力としての 「地域

の 目の復活」を提言 したが、これが所謂前時代の 「五人組」や戦中の 「隣組」のような監視・通

報システムとな らないための用心が必要なことは言うまでもない。そ もそ も 「指導」 とい う用語

が福祉の理念か ら遠いので、先述のように 「解説書」では 「保育指導」を 「相談、助 言、行動見

本の提示その他の援助業務の総体」 と言い直 して 1)い るのである。

さて、「保育所保育指針」第 6章の 「保護者に対する支援」であるが、具体的には以下の項 目か

らなるc

l 保育所における保護者に対する支援の基本

(一)子 どもの最善の利益を考慮 し、子 どもの福祉を重視すること。

(二 )保護者 とと t)に 、 了̂ど もの成長の喜びを共有す ること

(三 )保育に関する知識や技術などの保育士の専門性や、子どもの集団が常に存在する環境

など、保育所の特性を生かすこと。

(四 )一人一人の保護者の状況を踏まえ、子どもと保護者の安定した関係に配慮 して、保護

者の養育力の向 上に資するよう、適切に支援す ること

(五 )子育て等に関す る相談や助 言に当たっては、保護者の気持ちを受け止め、相互の信頼

(六 )子 どもの利益に反 ヒ/な い限 りにおいて、保護者や子 どt)の プライバシーの保護、知 り

得た事柄の秘密保持に留意すること。

(七 )地域の子育て支援に関する資源を積極的に活用するとともに、子育て支援に関する地

域の関係機関、団体等 との連携及び協力を図ることD

2 保育所に入所 している子どt)の 保護者に対す る支援

(^)保育所に入所 している子どt)の 保護者に対す る支援は、子 どもの保育との密接な関連

の中で、子どもの送迎時の対応、相談や助言、連絡や通信、会合や行事など様 々な機会

を活ナllし て行 うこと。

(11)保 護者に対 し、保育所における子ど ()の様 子や 日々の保育の意図などを説明 し、保護

者 とσッ相互 J‐

‐
u解 を図るよう努めること。

(三)保育所において、保護者のイ11事 と子̂育ての両立等を支援するため、通常の保育に加 え

て、保育時間の延長、休 [J、 夜間の保育、病児・病後児に対す る保育など多様な保育を

実施す る場合には、保護者の状況に配慮するとともに、子どもの福祉が尊重されるよう

努めること.

(四 )子 どもに障害や発達 Jlの課題が見 られ る場合には、市町村や関係機関と連携及び協力

を図 りつつ、保護者に対す るlLEl別 の支援 を行 うよう努めること。

(五 )保護者に育児不安等が見 られ る場合には、保護者の希望に応 じて個別の支援を行 うよ

う努めること.

(六)保護者に不適切な養育等が疑われ る場合には、市町村や関係機関と連携 し、要保護児

童対策地域協議会で検討するなど適切な対応を図ること。 また、虐待が疑われ る場合に

は、速やかに市町村又は児童相談所にi重 告 し、適切な対応を図ること。
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引用が長 きに亘ったが、告示化の後 も 「保育所保育指針」ならではの柔 らかな表現が特徴的で

ある。特に 1(二 )「保護者 とともに、子 どもの成長の喜びを共有す る」ことが、保護者支援の「基

本」であるとい う。つま り今回の 「指針」では、保育士と保護者 との、人格的交流を、保護者支

援の前提 としているのである。あるいは 1(四 )「 一人一人の保護者の状況を踏 まえ、子どもと保

護者の安定 した関係に配慮 して、保護者の養育力の向上に資する」支援が求められる。また 1(五 )

「相談や助言に当たっては、保護者の気持ちを受け止め、相互の信頼関係 を基本に、保護者 一人

一人の自己決定を尊重する」 と謳われ る。 この章の冒頭に引用 した 「保育士養成課程等の改正に

ついて (中 間まとめ)」 で 1)、
「保育相談支援」は 「家庭支援論」 とともに 「相談援助」 との 「関

連性や整合性」への配慮が指摘 されているが、所謂「バイステ ックの 7原則」
8やバールマンの「4

P」
9な

ど、これか らの保育士が求められ るソーシャルワー ク的働 きの中で重要 とされ る問題 と通

底するのである。

次に保護者への支援は 2(´ )「 子どもの保育との密接な関連の中で」「子どもの送迎時」「本目談

や助 請」「連絡や通信」「会合や行事」等々あらゆる機会を通 して行われ るとされる。「児童家庭福

祉ニーズには種々の次元がある」 と言われ、保護者の 「主訴」は必ず しも保護者や こどもの 「真

のニーズを正確には反映 していない」
Ю
とされ る。それ故保育所側 としては、保護者が相談 しやす

い環境を整えるための 「しかけ」がZ、 要 と思われ る。

次にこうした相談業務において重要なのは、保育士間あるいは施設における上司 との連携、そ

して 1(七 )「地域の子育て支援に関する資源」の活用や、「地域の関係機関、団体等 との連携及

び協力」である。言い古 された標語ではあるが 「報告」・「連絡」。「本目談」は、今の社会だか らこ

そ求められ る保育者 としての職務で t)あ るだろ う。

ところでこうした 「家庭支援」や 「保育相談支援」は、何を目ざすのか。再び2001年 に改定 さ

れた児童福祉法についてであるが、この時、保育士は従来の業務である 「保育」 とい うケア 0ワ

ークに、「保育相談」 とい うソーシャル ワーク機能を担 うこととなったと言われるc例えば子育て

支援が文部・厚生・労働・建設の 4大臣合意において策定 された 「今後の子育て支援のための施

策の基本的方向について」 (通称 「エンゼルプラン」、1994年)で は① 「安心 して出産や育児がで

きる環境を整備する事」、② 「家庭における子育てを基本 とするが、それを社会全体でサポー トす

る『 了̂育て支援社会』を確立 していくこと」、③ 「常に r^ど もの利益が最大限尊重されるように配

慮す ること」を基軸に様々な重点的施策が定められたのだが、その中で定められた新たな保育サ

ー ビス、すなわち「延長保育」「 一時的保育_|「 休祭 日保育」「平L幼児健康支援デイサー ビス事業 (病

後児保育 )」
「放課後児童クラブ (学童保育 )」 等を見ると、当時の子育て支援事業の殆 どがケア・

ワー ク的内容かその延長上にあったことが解 る。 この施策故に子育て支援保育サー ビスが格段に

進展 したのであるが、それ らは畢党、基本的な保育所の業務である 「保育に欠ける」乳幼児の保

育の枠内にあった。それに、2001年 の児福法改正によって 「ソーシャル ワーク」的役害Jが 付加 さ

れたのである。そのような「保育相談」の業務は、親のエンパワメン トにつながるものであって、

こうした子育て支援の変化は、事業の 目的が (親 の代行)か ら (親 の子育て力を引き出す もの〉

へ と変化 してきていることを表 している。私は嘗て、了̂育て支援の肝心 として「共同体の構築 (子

育てネッ トワークの拡大)の ために、保育園のケア・マネージメン ト的機能が重要であること」
H

を指摘 したのだが、今保育 l_‐ に求められている 「保育相談J業務は、こうした 「子育てネ ッ トワ

ーク」の構築および拡大につなげることが、究極には親のエンパワメン トとな りゆくのである。
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保育現場における家庭支援

本章では実際に保育園で行われている主な家庭支援や保育相談について紹介する。

・登降園時のコミュニケーシ ョン

登降園時は保護者 と顔を合わせて直接話をした り、親子の様 了‐を見た りすることのできる貴重

な時間である。保護者か らのあるいは園か らの連絡や報告はもちろんのことだが、それ以上に雰

囲気で伝わってくるのが親 子関係である。特に急いで子 どもを預け仕事へ向か う親 と親か ら離れ

る時の子 ど1)の表情は家庭内の普段の雰囲気がそのまま伝わって くるものである。楽 しい朝の時

間か らそのままスムーズに登園できた時、朝の支度に時間がかか り不機嫌なまま、叱 られて (親

子喧嘩を したまま)登園 した時は大きな違いがある。大人は状況に合わせて顔 を変えるが子 ども

は気持ちのままを表わすので迎え入れ る側にはすべてが明 らかに見えることが多い。 こんな時こ

そ少 しだけ距離のある第二者 として 自然にこの親 子間に入 り込む ことができるのは保育園のメリ

ッ トでもある。 l11者 間の気持ちを受け止めスムーズな朝のスター トに持つていくことは登園時に

おける現場ならではの、見えない家庭支援である。

降園時は仕事か ら解放 された保護者 と朝よりt)ゆ とりのある連携ができる。 この 日の保育で感

動 したことや、成長を感 じたことな ど連絡帳に書 くこととは別に、時間の許す限 り直接伝 えるこ

とが理想であるc直接会話することにより子 どt)の 成長を共に喜びあい、子 どもの良さを認め知

ることができ、保護者にとつては子育ての辛 さよりも楽 しさや喜びにつながることになる。同時

に忘れてな らないのはその 目の子どt)の傷や怪我についてはその 日の うちにきちん と伝 えること

である。担 当の保育士が早出等で 早めに抜ける場合は保育者間での引き継 ぎを し、担当保育士で

なくて も報告、連絡することができる体制にすることがZヽ 要である。報告、連絡の徹底は保護者

への信頼関係へ とつながるc園側では大 したことない と判断 した くなるようなことも、保護者は

見えない昼間の 了̂ど t)の 様 了̂に ついては 「何でも話 して ください。教えて ください」 と希望 され

る場合が多いc特に負の部分、例えば噛みつかれた痕、テープを貼るくらいの傷 (病院にいかな

くて も)についてく)丁 寧に報告す ることで、そのことが保育内容の理解へ とつながることにもな

るc

(登 園時、おばあちゃんから話を聞く保育士)     (お疲れ様でしたと労をねぎらい帰りのあいさつをする)

家庭訪間

園によっては職員の勤務体制や時間的制約などで家庭訪間を行っていない ところ t)あ るが 一丁

(お疲れ様でしたと労をねぎらい帰りのあいさつをする)



つている園か らすると家庭訪間は他に比べるものができないほど多 くを得 ることができるモ)の で

ある。家庭を訪問することで家庭の匂い、雰囲気、生活の様 子が感 じられ る。子 どもがここで生

活 してここか ら園に来ているのだ とい うつなが りを感 じ、保育者には 7‐ どもとの親 しさが増す。

何を話 したかよりも訪問 したこと自体が了‐どもとも保護者 とも強い絆になっていくことが多い。

普段はなかなかゆっくりと向かい合えない保護者 と向き合 うことで、保護者の思いや悩み、園に

対 しての要望などt)聞 くことができる。園は園、家庭は家庭 とそれぞれが独 立しているのではな

く、お互いに一緒に子どもを守ろ う、育てていこうとい うつなが りの確認ができるのである。 こ

の家庭訪問は勤務時間内にすることはなかなかできず、勤務時間外の時間を使 うことになるが、

訪問後の子どt)は 「先生、○○ちゃんちに来た もんね」 と何度 も何度 も笑顔で親 しみを込めて話

してくる。誰 よりt)園 か らの家庭訪間を待ち喜んで くれ る子 ども、そ して以前よりも園に対 して

身近になっている子どもと保護者の変化はこれか ら長 く続 くお互いの関係性にとつて大きなプラ

ス となっている。以 下は小羊保育園
12に て2010年 4月 に実施 した家庭訪問記録か らの抜粋である。

家庭訪問 (IoNち ゃん宅 )

0築 2年の とても新 しいお家で、お部屋の中にNち ゃんの写真や作謂Jが 沢山かざつてあ り、

とても温かいお家だった。

Oお母さん とNち ゃんの 2人で迎えで下さり、Nち ゃんは照れてお母さんの後ろに隠れてい

た り恥ずか しがっている様子だつた。

・ぺんぎんグループ (1、 2歳児)に なってNち ゃんが園に喜んで行 くようになったことや

着替えなどを自分です るようになったことなどを聞いた。園で t)新 しい環境にスムーズに

慣れ、落ち着いて良いスター トがきれていることなどを話 した。

・ Nち ゃ ん は キ ッ ズ の 時 か ら 一 緒 だ っ た Aち ゃ ん や Mち ゃ ん 、 Kち ゃ ん と よ く
一

緒 に 遊 ん で

いるが、お家でもお母 さん同 士が仲良くされているとのこと。

・お家では一年前からお母 さんにだけ自分の意思が通 らない時に噛みつ くことがあ り、園で

は噛みついた りしていないか ?と 心配 されていた。 (言葉がでるよ うになってか らは少な

くなった とのこと)

園では今まで も全 くそのようなことはなく、見たことがないことを伝えた。 R先生が、N
ちゃん くらいの時期は 自己主張の 一部で、健全な成長段階です よと話されると頷いてお ら

れた。

・また、Nち ゃんが生まれ るまではなかなか子どもができず、 7、 8人流産 されたことな ど

も話 され、Nち ゃんが待望の赤ちゃんだったことなども初めて知った。

・他にも、お母 さんの職場や勤務 (Nち ゃんが 3歳過 ぎると、パー トの時間が増える)の こ

と、小学生になった ら学童を利用するだろ うとい うこと、合志市の子育て支援に対するこ

となど、様々なことを話 された。

・行事を通 して

10年ほど前 までの行事 と言えば、保護者は所謂 (お客様)の 立場で、ただ見にくることが多か

つたが、近年は保育参観ではなく (保 育参加)と している。また時には保護者 111体 の行事 も交え、

園 と保護者 と協力 して行 事を盛 り 11げ るなど行事の持 ち方や考え方 も変わ りつつある。集団の場

での子どもの様 了̂は 親にとっては大変気になるものであ り、特に大きな行事では (例 えば運動会、
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発表会など)我が子の姿に親は一喜一憂 される。 しか し子 どもの方も行事では緊張 し、いつ もと

は違 う行動を取つた りして、ハプニングも起きやすい。そのため普段か ら子 どもの園生活の姿を

伝 えることが行事の前には大切なことになって くる。特に子 どもの成長に不安を感 じてお られ る

保護者には行事の 目的や子 どもが どんな過程を経て現在の姿でいるのか、普段はどうい う参加の

仕方を しているかなど、時折話す機会を持つ ことが必、要である。行事は保護者が他の子と我が子

の比較をす る場にもなる。幼少期か ら子 どもが比較評価 されるのは子 どもの成長にとつて望 まし

くない。子 どもは認められて伸びてい くものである。行事が集大成のように結果を求められ るよ

うなや り方にな らないよ う保育園側の工夫が必、要であ り、保護者には行事 とは子 どもの成長を喜

ぶ時、子 どもを褒める日であることを伝 えたい t)の であるの

入 園 式 :今 日は、泣いていた り 。フラフラした り・言葉 も出ない我が子の姿をしっか りと

脳裏に留め、卒園式で発達 した姿を味わ うために記憶 して ください。お母 さん 了‐

別れの第一歩です。

誕 生 会 :今 日は、お母 さんに生んでくれて有難 うと感謝す る日です。

発 表 会 :今 日は、子 どもに文句をいった り、けちをつける日ではあ りまえん。ほめる日で

す。大勢の前に立った とき、可愛い とにこにこと笑顔で見つめ、失敗 していいよ、

上手でなくてもいいよと入園 した ときを思い出 して大きくなったことを楽 しむ 日

です。 子どもを授かってこんな経験を与えられて 「幸せ」 と子 どもに伝 える日で

す。

参 観 日 :今 日は、子 どもが先生の話を良く聴いた り 0見ていた り 。まね した り・工l夫す る

姿を見つけ身体発達や知的発達 している姿を捉 え、多 くのことを要求 しす ぎない

で我が子の可能性 を信 じる日です。お母 さんは死ぬまで我が子には様 々な能力が

あると信 じることを誓 う日です。

宿泊保育 :今 日は、親別れの第 一歩の 日です。「勉強 とウンチは人に言われてす るもので

ない」全て 自分の責任で行動す る 日です。お母 さん泣かないで笑顔で宿泊す る

7-ど もをにこにこと見送ってあげて くだ さい。

運 動 会 :今 日は、入園式や一年前の運動会を思い出す と我が子の身体発達を見つけ、大き

く成長 0発達 したことを味わい、子どt)を 授かった喜びを味わ う日です。家族で

いっぱい汗を流 して楽 しんでくだ さい。

卒 園 式 :今 日は、入園 した時を思い出 し、自信に満 ちた堂々たる態度や落ち着いた雰囲気

の情緒的発達 したことを見つけ幸せの涙を流す 日ですの (2009年 園内研修会にて

東海大学飯田和也氏が配布 された レジュメによる)

・保護者の集ま り会 (子育て NOW)
ここでは筆者が勤務する小羊保育園の 1生 育て支援の取 り組みを紹介する。 当園は1978年 の開園

当初より、障がい児保育、延長保育、子育て支援など地域のニーズを積極的に受け止めなが ら歩

んできた。 また1999年 にホームページを開設す るなど、早 くか ら地域へ向けて情報の発信 もして

いる。特に子育て支援については 「子育てNOW」 とい う名称で保護者対象に講演会や グループ

による保護者同士の学び、交流を図つている。始めた当初は時間帯についてもいろいろ試行錯誤

し、土曜 日の昼間に参加できない方のため、夜の時間を使 うこと t)あ つたの 当初はまだパ ソコン
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も普及 してお らず、園のHPも なかったため、「子

育てNOW」 の主な内容は、園での子 どもたちの

様子を撮影 した ビデオ観賞を し、その後子 どもた

ちの様子について互いに語 り合 うことだった。特

別の講師がいなくても保護者は保護者同士、また

保護者 と保育園 との関係の中で、子育てについて

の苦労話や失敗談などを出 し合 うことによって、

また時にはそれぞれの家庭での工夫を聞いて学び

あ うことで参加 した保護者は共感 しあ う仲間がで

き、子育てについての喜びの再確認の場 ともなっ

てきた。

「子育てNOW」 は園の方針や園が大切に して

いる保育理念をきちんと伝 える場で もある.保 育

がただの子守 りではなく、生涯を通 しての最初の

大切な教育の場であ り、特に 日々成長 している乳

幼児期の子 どもたちにとつては、保育園は第二の

家庭で もあ り安全が守 られ、ふ さわ しい成長のた

めに目標を掲げて保育 していることを言葉で説明

し伝えたい。そのことが保護者にとつては子ども

の発達段階に 目を向け、家庭 と園 と共同で子育て

を しているのだ とい う実感につながることになる。

親になって初めて乳児と接す ることになる人も多

く、育児についての知識の家族問伝達 も乏 しくな

つてきている。そのため親が孤立 し、子育てが分

か らずに悩み、子 どもへ愛着を持てなくなって し

まう。そ うい う保護者へ、子どもの育ちを伝え、

尚且つパー トナー としての園であることを知 らせ

ていくことは保育園の大切な仕事になっている。

「子育てNOW」 は毎年年間行事に組み入れ年に

3回 ～ 5回行っている。

以下は2008年 6月 に実施 した 「子育てNOW」

(メ ディア と子 ども)の 、保護者の感想 (連絡帳

か らの抜粋)である。因みに保護者へは既に 「園

便 り」等で周知 している。

・ 子育てNOWで は良い勉強にな り、又これを機 に家族で話 し合って、少 しで もテ レビがつ

いている時間がなくなる様に したい と思ってお ります。恵 まれた時代に li手 に付き合って

い くと……頑張 ります。その夜はテ レビをつけず、ゆつくりとした時間を過 ごしま した。

・土曜 日の子育てNOWの あと、少 しずつで もと思いTVを 消 して過 ごしてみました。その

分体をつかってYと 遊ぶ ことにな りましたがcた くさん笑ってくれるので、 こた)ら も楽 し

(お 父さん対象の子育て NOW)

(年齢別グルー プで、語 り合い)

(園 長先生のお話に熱心に聞き入る保護者 )
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く過 ごす ことが出来ました。でも 1日 中けす ことはまだ難 しいですネ。

子育てNOWあ りが とうございました。反省 させ られ ることばか りで したЭ週末は実家ヘ

行つたため、テ レビを見ずに元気に走 り回つていま した。楽器がよい と子育てNOWの と

き聞いたので、少 し嬉 しかったです。

子育てNOW参 加 させて もらい、 とてもよかつた と思っています。ただ私が参加 させても

らい見て感 じたことを、→二人にどれだけ伝えられたのかなあ― ?っ て言 うの と、Tに どう

話 してあげれば少 しでも自分な りに考えてくれ るのかってい う事。 うちでは “ママがテ レ

ビダメってよ"(T)“ あんまり見た らいかん とだろぉ―"(パパ)そ うい う感 じ方の方が

強 く、でも少 しでも意識 も生活習慣 t)私 が少 しかわって、家族みんなでチ ョッ トで もかわ

つていければと頑張つてみよ うと思つています。

土曜 日子育てNOWあ りが とうございました。テ レビについてみんなでの意見の交換はと

ても自分 自身を振 り返って考えさせ られ、有意義な t)の で した。 日曜 日、パパが留守で し

たので早速テ レビの スイ ッチを切 つて過 ごしましたが、子 どもは平気でテ レビなどなくて

も大文夫なんですよね……。夜パパが帰ってか らはダメですね……。

了̂育 てNOWお 世話にな りました。“メデ ィア漬け"の 問題、本当に深刻な社会問題です

ね―。我が家でも子 どもたちのかけがえのない、この大切な時期を。メデ ィアに奪われない

ように、人事にす量していきたいと改めて痛感 しました。私自身 も仕事に戻つたら勤務先で 1)

この問題、取 り上げていきたいと思いました。

子育てNOWと ても参考にな りました。本当乳幼児には百害あって 一利な しです よね。一

応、土 口とノーテ レビデーを実践 しています。 Nた ちは別に何 も言わないので、やは り大

人の私たちが好んでテ レビを見ていたんだ と今更なが ら反省 しています。継続できるよう

頑張 りたいと思います。

「11曜 日はお疲れ/様 で した。 先生や他のお家でのお話が階lけ てよかったです。 t)う 少 し、 了^

ど t)中 心の生活を心がけたい と強 く思いました。そ して家にいた父親にも強 く伝えましたの

昨 目t)響1(デ カ レンジャー とブ レイ ド)の TVを 見終えた らTVを 消 し遊びました。なん

か前よりあそぶ時間が増え、R自 身 t)“ 今 []は 楽 しかったネ～"と 言ってました。

土曜 日の子育てNOWは お世話にな りました.本 当、再認識 とい う感 じで した。昨 日Kの

サ ッカーの試合で出かけてたの t)あ りましたが、出かける前の時間 と家に帰ってきてか ら

もTVは つけず過 してみ ました。なぜか誰 もつけよ うとはせず、さすがに “サザエ さん"

の時間帯はつけてましたが。 1日 で 1時間ち ょっとだけつけてあとは電源を切 りました。

TVが ついてないとす ごくゆっくりと

'量

せ る感 じがす る し、だ らだ らがなくな りますね。

K()テ キパキと行動 してくれたくさん話 tD出 来てよかったです。改めてTVは なくて t)生

活できるんだぁ― と感心 させ られ ました。

士曜 日の子育てNOW勉 強にな りました。「す ぐきれ る (怒 る)了^ど tDた ち」が多くなって

きている状態、 自分が知1ら ない (気付かない)う ちに、子どもたちをそのように して しま

つていたんだ と改めて思いました。大人にとつてのテ レビと了̂ど もたちにとつてのテ レビ

は自分が思ってたの と違 うんです よねcこ れか ら、子どもにとつて何が良いのか、人人が

考えていかなくてはいけない と思いましたc ll日程目の F^育てNOW参 加 してよかったです。

Aに く)少 しずつ分かるように説明 しなが らやつていきたいです。

子育てNOWお 世話にな りました。あらためてテ レビ、ビデオ、ゲームの体におよばす影
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響を感 じま した。でも我が家の実態 として、私が夜出かけるときや、休みの 日は、見る時

間が長 くな ります。特に小 4の 子は夜 8時か らテ レビを消す と「ママ、何 もすることがな

い」 と何回も言つていま した。結局 トランプをしましたが、テ レビの中毒が大きくなれば

なるほどひ どいようです。

・月曜 日はノーテ レビデーに トライ ! 昨 日、子 どもは内でTVは とうとう見ない事ができ

ま した。主人も早 く休んでいました。いつまで続 くか楽 しみです !

0昨 日、図書館で借 りていた ビデオがあったので30分だけ見ようか !と つけたのですが、始

めは画面に釘づけ !だ つたのですが、10分位 した ら、本を読んだ り、歌を歌つた りと違 う

遊びを始めていました。 3日 間のノーテ レビデー、す ごい効果です ||

・昨夜は 8時 まではテ レビを付けずに過 しました (こ れはす ごい事なんです)パパカヽ るヽと

きはたいてい付けていたので……やつと昨夜か ら協力 してくれました (良 かった良かった

…)パパか らの感想

*テ レビを付けずに食事をするときちん と食べて くれ る

*ごはんをこぼさずに食べてくれ る

*色々話 して くれる、等々

私は分かっていましたが、パパが改めて言って くれたので、とても嬉 しかったです。 この

調子で頑張るぞ !

・土曜 日はお世話にな りました。家でも少 しずつやつていきたいです。ぜひ父親会を……

また、以下は同 日の職員による記録である。

きりん・ うさぎ (4、 5歳児クラス)子育てNOW 報告

場 所 小羊保育園 き りん 。うさぎの部屋

参加者 保護者 (18名 )と 職員 (4名 )計 22名

1.歌 ♪いつ もよろこんでいなさい

♪雄雄 しくあれ強 くあれ

手遊び おちゃらかホイ

子 どもたちが暗唱 しているみ言葉の紹介

2。 現在のきりん・ うさぎさんの様子 (担 当保育士より)

・お正月遊び (こ ま回 し、凧揚げ)を喜んで している。 こま回 しはずいぶん出来るように

なってきた。

・ トランプ遊びく)盛んになっている。

・作品展に向けて作品作 りをしているが、は じめに遊べるお もちゃづ くりからは じめた (け

ん玉など)自 分でつ くったおもちゃで遊ぶ楽 しさを味わってから、さらに作る意欲がでて

きている。

・マラソンを隣 りの公園で しているが、 自分で今 日は何週走るか決めて走っている。

・鉛筆や消 しゴムが無 くなつた り物のや り取 りをすることが多くなつてきてことか ら、物

の大切 さを子 どもたちにわかつてもらう日的 と、自主性 を育てるためにポイン トカー ド

を作った。
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(例 えば、歯磨きを した ら 1ポイン ト、マラソン 5周 で 1ポイン ト、パ ッと寝パ ッと起

き表で全部○だった ら 1ポイン トなど)

このポイン トカー ド制に したことにより、マラソン、歯磨きなど、自分で 目標 を決め、

保育者に言われなくてもがんばるようになってきた。

ポイン トカー ドでたまったポイン トで郵便 ごっこに使 う便箋やシールなどを交換するお

買い物 ごっこに発展 し物の大切 さを実感 してほ しい と考えている。

3.園長先生のお話

・本の紹介 「育児不安を超 えて」原 田正文著

・子どもの育ちをどう捉えるか。

・育てるとい うのは、できることを増やす とか、大人が何かをさせ る、 してあげることと

勘違い していることがないだろ うか。

・保育や教育現場でも子 どもの出来るレパー トリーを増やす ことが育てることだ と勘違い

して しまいやすい

・親は幼稚園や保育園で何 を して くれるか と思いがちだ し、園側 もいい園になるために何

かを したい、それが育てていることと勘違いを して しまっている面がある (鯨 岡先生の

言葉 より)

0今、きりん 。うさぎさんはマラソンを しているが中には走 りたくない子がいる。その子

を外に無理に出 した ら走るだろ うか ?無理に出されても子どもは走 らない。 しか し、今

回ポイン トカー ドを作った。そのことがきっかけとな リポイン トが欲 しいために今 まで

走 らなかった子がなん と10周 走った。それ もや らされたのではなく、その子が 自分で決

め努力 した。 自分で 日標を決めたことによりや る気が出た (意欲 )

・教育 とは引き出す もの。 子どもの中にある能力を引き出すのが私たちの役害1。 (略 )

4.2グ ループに分かれ、お しゃべ リタイム

小学校に Lが ることでた くさんの不安をお持ちのお母 さんに対 し、現在小学生のお 子さ

んをお持 ちの先輩お母 さんより、た くさんのア ドバイスや 自分たちの工夫 していることの

お話 しがあ りました。 また小学校の先生お母 さんか らのア ドバイスもあ りました。

例えば

・子 どもはどうして も9時 には寝せたい と思つているので、それか ら逆算 して考えるよ う

に しているc平 日は基本的に買い物は しない、また夕食は朝 甲̂く 起きてある程度の下準

備 を してお く。 また仕事で帰宅 も遅い分、子どもと関わる時間が制限 されるため、夕食

とお風呂の時間は子どもに対 してだけ使 うと決め、 しっか りとコミュニケーシ ョンの時

間に している。

・夕食を作る横で子どもには宿題 をさせ、 自分は作 りなが ら子どもの話を聞いた り、質問

に答えた りしている。テ レビは見出す と時間が足 りないので、新聞で見たいテ レビだけ

を選び、後はつけない。テ レビがないことでコミュニケーションの時間が充実するよう

に している。

・小学校では子 どもたちが無理なく授業に入っていけるような体制をとっているので、あ

ま り心配 しなくてもいいが、きちんと話を聞 く態度が身についているかは重要。

・小学校では洋式 トイ レはあるが数が少ないので、和式用 トイ レに入れ る練習 もしてお く

と良い。
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上の子ががまん しているのか、あま り甘えて来なかったが、 2年生になった ときには じ

めて甘えてきてくれ、 うれ しかつた。 子どもな りに親が気づかないところでがまん して

いた と思った。それ以来意識 して 11の 子にも甘えられ る環境 と時間を取るように してい

る。

・子育て支援サークル (こ ひつ じキ ッズサークル)を通 して

小羊保育園で子育て支援サークルの必要性を感 じて事業 として始めたのは 10年 前、行政等によ

る補助金事業ではなく、白主的に行ってきた。その後町か ら予算がつ くよ うになったが、現在は

また自主事業になっている。 !∠、要性 を感 じることは三Ii夫 をして行 うとい う姿勢をとってきた。始

めた当初はこのような支援サークルが珍 しかったこともあ り、 1日 に20組の親子が くることもあ

つたが狭い園内では通常保育に影響す ることか ら 1日 限定10組の親子を受け入れ とした。 当園に

は余分なスペー スの部屋がないので、支援サークルに来た親子は基本的に自分の子 どもの年齢に

あったグループに入 り、保育に参加 した り、親の責任の もと、園庭や園隣 りの公園で遊んでいる。

特別のプログラムはない。 しか し親にとつてはここに来たことで仲間ができた り、子どもを中心

に した子育ての話や情報交換ができることが何 より収穫になっているようだ。キッズサークルの

担当者はそんな親 子を遠 日に観察 しなが ら、場合によっては臨機応変に話 しかけた り、時には相

談に乗つた りしている。 また帰 り際には親 自身に 日誌 (子 どもの様子や感想など)を書いてもら

って記録 としているc園 のスペー スにおいても支援のあ り方 としても親 7‐ にとつて 自分たちでや

りたいことや過 ごしたい場所を選べる場 としてのキッズサークル となっている。園 としては相談

にのらなくてはと意気込 まなくても、また親が 「相談があ ります」 と申し出なくて く)、 このスタ

イルでの支援サー クルは当園にとつて 自然体で無理なく行える最高の形である。年度によつては

申込者が多いとき、また細々とした参加者の時 もあるが、負担感なく自園にあつた形の支援 を続

けてい くことが必ヽ要だと感 じている。

注

http://wwwo wamo goo jp/wamapI)1//bb16(IS70.ns「 /0/c7f4f75d04df｀ b879492576o20020a8a1/$FIIン E/20100310_2shiry

ou_all.pdf

「保育所保育指針改定についてJ γJ l llllイ ,t育 十養成課程等検諄、1会 「資料 5J(2009年 ‖月16日 )な お |キ:生 労働省

編 「保育所保育指針解 liltメキJ(2008年 5月 フレーベル館)に は 「改定び)ホ イン ト| として 「(1)保育Fttσ )役害J

の明確化」
「(2)保 育 C′)内 容σ)改 善」|(3)保護者支援JI(=4)保 育σ)質 を高めるしくみ」を挙げている

`.

2010年 3ナ 110口 「産経ニュー スJ

(http://sと lllkc io jp.m sll.(lom/af｀ f｀ ail^s/clヽ imc/100131‐ /(ヽ rm1001310959006-111.htm)

因みに同『新り」解国語 11辛 典』に cよ オ1ノ ば 「援上功」は 「(そ のままに方女置 したら挫夕「するか じり貧ツt態 に追い込まれヒ

るかの運命にある当事者に対 して、)プ ラスの方向に向か うように力を貸 してやること」であ り「支援」は「『援

助』のやや改まった表現Jで 、意味 [1に さほどの違いを明確に しない.

前掲゛

中西新太郎 「『 支援』が『 監視』にす りかわるとき」 (『 現代 と保育』70)j^ひ となる書房  p66～ p68 2008

年 311)

豊田憲 ^郎 ・金戸清高 「地域 とこどモリに 1用 する0「 究」 (紀 要『 VISIO』 第33号^p53ヽ p64 2006年 2月 )

アメリカのケースワーカー、バイステ ックの概念で、現在においては最 モ)基本的なケースワークσ)作 法として認識

７

　

８
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されている。その内容 として「個別化」「受容」「
1意 図的な感情表出」「統制 された情緒的関与」「非審判的態度」「利

用者の自己決定」「秘密保持」が挙げられる。 (llt t p:.///ja.wikipedia。 ()rg/′ Wiki/%E3%82%Bl%E3%83%BC%E3%82%B9%

E3%83%AF%E31)`83%BC%E3%82%AF#.E3.83.90。 E3.82.A4.E3.82.89。 E3.83.86.E3.83.83.E3.82.AFo E3.81.AE7.E5。 8E.9F.

E5.89.87)

アメリカのケースワーカー、パールマンが提唱した『ケースワークに共通な (t)し くは必要となる)l■lつ の要

素』の事。内容は以 下のi重 り。「人 (ル 7・sθノ2)」 「問題 (乃
‐θttθ″)」

「場所 (′んθθ)」
「

i畳 程 (乃・θびθss)」 .な おバ

ールマンは後1986年 に、PrOfessi()nal pclヽ son(専門職 )O Prヽ ovisions(制 度)を 追加して「6P」 と呼んだ。 (7

と同)

社会福祉法人全国社会福祉協議会『改定 4版・保育十養成講座第H巻  家族援助論』 (2009年 3月 )

「共同体の中での育児」 (『保育くま tDと 』1999年 8り 1)

社会福祉法人地の塩福社会小羊保育園 (熊 本県合ノ志市、1乗1長 :ノこ腱1松 f^)i1978年 H月 に、定員60名 で開園 した。

現在は待機児童対策のため90名 に定員増をし、さらに2011年 |ま 定員10071と なる r'定 t


